
令和６年度郡山市定額減税補足給付金支給確認書の発送について

給付スケジュール

令和６年度

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

報告事項

補足給付金の内容と給付対象者 確認書の発送から補足給付金支給まで 問合せ窓口

【補足給付金】
本年６月から、納税者本人及び扶養親族等1人につき４万円

（令和６年分の所得税から３万円、令和６年度個人住民税所得
割から１万円）の定額減税を行っているが、減税しきれない納
税者に対し、その額を１万円単位に切り上げて給付金として支
給する。

(例)納税者本人が妻と子ども1人を扶養している場合
令和６年分所得税額が６万２千円、
令和６年度個人住民税所得割額が２万７千円とする。

所得税

住民税
所得割

【給付対象者】約５９，０００人
【給付見込額】約２，３８０，０００千円

【確認書発送日】令和６年７月１９（金）

【提出期限】令和６年１０月３１日（木）

【給付金支給まで】

【問合せ窓口】

(１)コールセンター

電話０１２０－６９４－００１

(２)相談窓口

西庁舎２階市民税課前に相談

ブースを２か所設置

【設置期間】

令和６年７月２２日(月)

～令和６年１０月３１日(木)

(土、日、祝日を除く。)

【受付時間】

８：３０～１７：１５

2024/7/30 税務部市民税課

確認書受付期間

審査・決定通知送付・支給

対
象
者
抽
出

確
認
書
発
送

業
務
委
託
契
約

税
額
確
定

定額減税額
（３万円×３人）＝９万円

定額減税額
（１万円×３人）＝３万円

令和６年度
住民税所得割額
27,000円

(1)＝90,000－62,000
＝28,000

(2)＝30,000－27,000
＝3,000

支給額
28,000(1)＋3,000(2)

＝ 31,000
＝ 40,000円
(1万円単位に切り上げ)(2)

3,000円

令和６年分
所得税額
62,000円

(1)
28,000円

本市より対象者へ確認書を送付

記載内容を確認の上、必要事項を記
入し、本人確認書類と一緒に次のい
ずれかの方法で提出

(1)郵送による提出が
(2)ＱＲコードを読み取る、または、

パソコンで電子申請
(3)市民税課の相談窓口に提出

審査完了後３０日以内に支給

詳しくは、こちらから


